
第１回原野谷学園新たな学園づくり地域検討委員会

日時：平成29年12月11日 19:00～

場所：原野谷中学校図書室

次 第

１ 開 会 １９：００

２ 教育長あいさつ １９：００～１９：０５

３ 委員委嘱等 １９：０５～１９：２５

(1) 委員会規程について

(2) 委員長、副委員長の指名

(3) 自己紹介、事務局紹介

４ 協議事項（委員長が進行） １９：２５～２０：２５

(1) 掛川市が目指す小中一貫教育について

ア 掛川市の教育

イ 小中一貫教育が求められる背景

ウ 掛川市が目指す小中一貫教育

エ 全国の状況

オ これからに向けて

(2) 会の目的等について

(3) 掛川市が目指す小中一貫教育に関する意見交換

５ 連絡事項 ２０：２５～２０：３０

(1) 第２回委員会の内容について

(2) 地域意見交換会について

(3) 写真撮影について

６ 閉 会 ２０：３０



原野谷学園新たな学園づくり地域検討委員会規程

（設置）

第１条 原野谷学園（以下「学園」という。）における小中一貫教育の在り方等について、地域の

意見を広く聴取し、その実情に応じた教育環境の充実に資する施策を協議するため、原野谷学

園新たな学園づくり地域検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌業務）

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 教育アクションゾーンのデザイン設計に関すること。

(2) かけがわ型小中一貫教育の在り方に関すること。

(3) 小学校及び中学校における適正規模、適正配置等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか委員会の運営に必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。ただし、

第２号から第11号までに掲げる者にあっては、学園区域内に在住するもの又は所在する組織に

属するものとする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) まちづくり協議会に属する者

(4) 区長会連合会に属する者

(5) 企業に属する者

(6) 小学校長及び中学校長

(7) こども園長

(8) 児童及び生徒の保護者

(9) 乳幼児の保護者

(10) 子ども育成支援協議会長

(11) 地域コーディネーター

(12) その他教育委員会が必要と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、平成29年12月11日から平成31年３月31日までとする。
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（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長１人及び副委員長１人を置く。

２ 委員長及び副委員長は、委員のうちから教育長が指名する。

３ 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。

（会議等）

第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長になる。

２ 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことが

できる。

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮って会議の全部又は一部を非公開とする

ことができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、教育委員会教育部教育政策室にて処理する。

（委任）

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定

める。

附 則

この規程は、平成29年12月11日から施行する。
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原野谷学園新たな学園づくり地域検討委員会

平成29年12月11日

教 育 政 策 室

１ 目的

掛川市では、平成29年６月に策定した「掛川市小中一貫教育推進基本方針」において、

小中一貫教育を推進するため、教育委員会と市長部局が緊密な連携をとり、地域ぐるみ

の議論の中で最善の学校配置の在り方等を協議していくこととしています。

そこで、本年度から小中一貫教育の研究を指定した原野谷学園において、「新たな学

園づくり地域検討委員会」を設置し、その方向性を協議して参ります。

２ 原野谷学園新たな学園づくり地域検討委員会委員

番号 所 属 氏 名 番号 所 属 氏 名

１ 学識経験者 山﨑 保寿 11 原野谷中H29ＰＴＡ保護者 杉山 喜啓

２ 市議会議員 草賀 章吉 12 原谷地区代表保護者 鈴木 映美

３ 市議会議員 野口 安男 13 原田地区代表保護者 天野 唯

４ 子ども育成支援協議会長・原田地区区長会長 久米 正雄 14 子ども広場あんり保護者 古山 保味

５ 原谷地区まちづくり協議会長・原谷地区長会長 竹下 文博 15 子ども広場あんり保護者 山本 千恵

６ 原田地区まちづくり協議会長 両角 一夫 16 地域コーディネーター 佐藤 收一

７ 株式会社山田 山田 珠一 17 原谷小学校長 阪本 敦宏

８ 池島フーズ株式会社 山本 安幸 18 原田小学校長 山田 卓

９ 原谷小H29ＰＴＡ保護者 深田 裕子 19 原野谷中学校長 深澤 大

10 原田小H29ＰＴＡ保護者 鈴木 麻美 20 こども広場あんり園長 村松 恵子

※必要に応じて、関係者を招集することができる。

【事務局】

番号 職 名 氏 名 番号 職 名 氏 名

１ 教育長 山田 文子 ６ 学校教育課主任指導主事 髙塚 秀和

２ 教育部長 笹本 厚 ７ 教育政策室長 増田 忍

３ 企画政策課長 平松 克純 ８ 教育政策室係長 鈴木 純一

４ 学務課長 中山 弘一 ９ 教育政策室主任 石山 尚哲

５ 学校教育課長 杉浦 雅美 10 教育政策室指導主事 横井 和好

※必要に応じて他課の職員等が出席する。
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３ 会の方向性について

４ 地域検討委員会の計画(案)について（★：地域意見交換会、☆：中学生への授業）

月 日 内 容

第 12月11日（月） 地域検討委員会①（原野谷学園12/11・城東学園12/12）

１ 19:00～20:30 １ 委員会規程について、委員委嘱

回 ２ 掛川市が目指す小中一貫教育について

・掛川市小中一貫教育推進基本方針

★ １月17日（水） 地域意見交換会①

19:00～20:30 １ 第１回地域検討委員会の内容について地域の方に伝

え、意見をいただく

※参加者は地域住民。希望者を募る。

第 １月25日（木） 地域検討委員会②

２ ～31日（水） １ 学園における小中一貫教育研究の状況について

回 19:00～20:30 ・これまでの取組

・今後の方向性 等

☆ ２月～３月 中学生への授業 「小中一貫教育について」

第 ２月15日（木） 地域検討委員会③

３ ～20日（火） １ 学園の現状把握

回 19:00～20:30 ・児童生徒数推計、校舎築年数 等

２ 今後の学園の在り方の方向性について協議①

第 ３月12日（月） 地域検討委員会④

４ ～16日（金） １ 今後の学園の在り方の方向性について協議②

回 19:00～20:30

中学校区学園化構想

第１ステージ

地域の教育力の取り込み

保幼小中連携教育

○子ども育成支援協議会

（学校支援地域本部）

※中学校区学園化構想第2ステージ検討委員会

学校・家庭・地域が連携

した教育環境の整備

中学校区学園化構想

第２ステージ

小中一貫教育の研究・推進

○小中一貫教育推進

地域と共に目指す子ども像設定

小中一貫カリキュラム作成

学園・学校の在り方検討

○新たな学園づくり地域検討委員会

地域の特性を生かした小

中一貫教育推進にふさわ

しい学園・学校の在り方

※
学
園
ご
と
に
計
画

中学校区学園化構想

さらなるステージへ

新たな学校づくりの

基本計画・基本設計

・変化の激しい社会を

生きぬく子どもたち

のための学習環境

・公共施設マネジメン

トとの関連 等

未来を担う子どもたちに

とって最適な教育環境整

備
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月 日 内 容

★ ３月23日（金） 地域意見交換会②

～28日（水） １ 第２～４回地域検討委員会の内容について地域の方に

19:00～20:30 伝え、意見をいただく

※参加者は地域住民。希望者を募る。

第 ４月23日（月） 地域検討委員会⑤

５ ～27日（金） １ 地域検討委員会及び地域意見交換会の内容の確認

回 19:00～20:30 ２ 検討委員会としての方向性の協議①

第 ５月21日（月） 地域検討委員会⑥

６ ～25日（金） １ 検討委員会としての方向性の協議②

回 19:00～20:30 ２ 報告書骨子の確認

★ ６月11日（月） 地域意見交換会③

～15日（金） １ 第５・６回地域検討委員会の内容について地域の方に

19:00～20:30 伝え、意見をいただく

※参加者は地域住民。希望者を募る。

第 ７月９日（月） 地域検討委員会⑦

７ ～13日（金） １ 地域意見交換会③の内容確認

回 19:00～20:30 ２ 検討委員会としての方向性の協議・確認

３ 報告書案の協議

第 ９月下旬 地域検討委員会⑧

８ 19:00～20:30 １ 方向性の確認

回 ２ 報告書案の協議・承認

第 10月下旬 地域検討委員会⑨

９ 19:00～20:30 １ 新たな学園づくり地域検討委員会報告書提出

回
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５ 原野谷学園小中学校歴史

(1) 原野谷中学校

現在

(2) 原田小学校

※S2現在地の一角へ

現在

原田中学校 原谷中学校 原泉中学校

S35掛川市立原野谷中学校

S50学区変更により原泉地区生徒は北中学校区に転出

M８髙山学校（玉法寺）

M10原里学校改称（持智院）

M12西之谷分校（光徳寺）

M19原里尋常小学校

M37原田尋常小学校

T13原田尋常高等小学校

S16原田村国民学校

S22原田村立原田小学校

M10寺島学校（明光寺）

S32掛川市立原田小学校

M17合併

M25中西之谷尋常小学校M25寺島分教室

M37合併

M42中西之谷分校

T14西之谷分校

S31明ヶ島分校

M23炭焼

M41炭焼家庭教育所

M45炭焼分教場

S42合併

S43合併
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(3) 原谷小学校

現在

M19瑞序舎（春林院西）

M22原谷尋常小学校（小沢家跡）

S２原谷尋常高等小学校

S16原谷村国民学校

S22原谷村立原谷小学校

S32掛川市立原谷小学校

※S47現在地へ

M６本郷学校（法珠庵） M６岡津学校（仲導寺）

M８富部学校（大安寺）

M15三育舎
M14吉岡学校（春林院）
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